
県知事指定検査機関
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　法定検査には、①使用開始後の検査と②毎年１回
の定期検査があり、県知事指定検査機関が行います。

①使用開始後の検査

　浄化槽を新設・変更したときは、設置工事が正し
く行われているかなどの検査を受ける必要があります。
　使用開始後３か月が経過した日から５か月以内に、
県知事指定検査機関の検査を受けてください。
申し込み方法　浄化槽設置届を提出してください。

②毎年１回の定期検査

　浄化槽の浄化機能を確認するため、毎年１回、県
知事指定検査機関の検査を受けてください。
検査項目

▽ �ポンプの稼動状況、悪臭や蚊などの発生状況、
消毒の実施状況などの確認

▽�放流水の水質検査などにより、浄化槽が正常に
働いているかを検査

▽保守点検・清掃の記録などのチェック
申�し込み方法　県知事指定検査機関との契約が必要
です。契約書の様式は、指定検査機関に送付して
もらうか、環境整備課に備え付けのものを利用し
てください。

▽（公社）広島県環境保全センター
　（広島市安佐南区大塚西４-２-28
　・☎０８２-８４９-６４１１）

▽（公社）広島県浄化槽協会
　（広島市中区東平塚町３-28
　・☎０８２-５４６-２１６８）

　法定検査は、保守点検や清掃とともに浄化槽管理者に課せられた大切な義
務とされています。これは普段の保守点検・清掃が適切かどうか判定するも
のです、たとえ浄化槽保守点検業者と委託契約していても、その目的が異な
りますから、県知事指定検査機関による法定検査を受けなければなりません。

　浄化槽法により、浄化槽の維持管理に関係する違反行為と、その罰則が決
められています。
　法定検査の未受験者に対しては、都道府県知事が指導・勧告・命令をする
ことができ、この命令に従わない場合は過料を課されることになります。罰
則の有無で判断するのではなく、法定検査は管理者（設置者）の義務ですの
で、必ず受検してください。

　ごみステーションにペ
ットボトルを出す際には、
ラベルを剥がした上で、
必ずふたを取ってから指
定袋に入れてステーショ
ンに出してください。

Q1　保守点検業者と契約しているのに、法定検査も受けるのですか？

Q2　法定検査を受けなかったり、受検を拒否した場合、罰則はありますか？

A1

A2

問い合わせ先　環境整備課（本山工業団地内・☎４３-９２２２）

ペットボトルは
必ずふたを取っ
て出してください

ペットボトルの分別方法
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10月１日は
浄化槽の日
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